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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成30年4月12日(2018.4.12)

【公表番号】特表2017-508897(P2017-508897A)
【公表日】平成29年3月30日(2017.3.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-013
【出願番号】特願2016-555323(P2016-555323)
【国際特許分類】
   Ｄ０３Ｄ  15/00     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  15/12     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  25/00     (2006.01)
   Ａ４１Ｄ  31/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０３Ｄ   15/00     １０１　
   Ｄ０３Ｄ   15/12     　　　Ｚ
   Ｄ０３Ｄ   25/00     １０１　
   Ａ４１Ｄ   31/00     ５０１Ｎ
   Ａ４１Ｄ   31/00     ５０１Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月28日(2018.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　本開示は以下の側面を含む。
［１］
　ベースヤーン、および
　誘導帯電防止短繊維を含む帯電防止スパンヤーン
を含む布地であって、
　前記帯電防止スパンヤーンは、前記布地が布地における静電気消散のための１つ以上の
規格に適合するように、前記布地の離散部分に位置する、布地。
［２］
　前記規格が、ＥＮ１１４９－５、ＥＮ１１４９－３、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９Ｂ、およ
びＦＴＭＳ１９１Ａ試験法５９３１のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、［
１］に記載の布地。
［３］
　前記帯電防止スパンヤーンが、２０％未満の誘導帯電防止短繊維を含むことを特徴とす
る、［１］または［２］に記載の布地。
［４］
　前記帯電防止スパンヤーンが、格子模様または縞模様で前記布地に織り込まれまたは編
み込まれていることを特徴とする、［１］から［３］のいずれかに記載の布地。
［５］
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、経糸方向および緯糸
方向の両方で前記布地に挿入されていることを特徴とする、［１］から［４］のいずれか
に記載の布地。
［６］
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　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１～１：４０の
帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向のうちの１つまたは
複数で前記布地に織り込まれていることを特徴とする、［１］から［５］のいずれかに記
載の布地。
［７］
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合することを特徴とする、［１］から［６］のいずれかに記載の布地。
［８］
　高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合することを特徴とする、［１］から［
７］のいずれかに記載の布地。
［９］
　約１％未満の帯電防止繊維総含量を有することを特徴とする、［１］から［８］のいず
れかに記載の布地。
［１０］
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合し、
　前記布地が、高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合し、
　前記帯電防止スパンヤーンが、約２％～１０％の誘導帯電防止短繊維を含み、残部は非
帯電防止繊維であり、
　前記布地中の帯電防止繊維総含量が、約０．１２５％～約２％であり、
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１５から１：２
５の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向の両方で前記布
地に織られていることを特徴とする、［１］から［９］のいずれかに記載の布地。
［１１］
　ベースヤーン、および
　２０％未満の帯電防止短繊維を含む帯電防止スパンヤーン
を含む布地であって、
　前記帯電防止スパンヤーンは、前記布地が布地における静電気消散のための１つ以上の
規格に適合するように、前記布地の離散部分に位置する、布地。
［１２］
　前記規格が、ＥＮ１１４９－５、ＥＮ１１４９－３、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９Ｂ、およ
びＦＴＭＳ１９１Ａ試験法５９３１のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、［
１１］に記載の布地。
［１３］
　前記帯電防止短繊維が、誘導帯電防止短繊維を含むことを特徴とする、［１１］または
［１２］に記載の布地。
［１４］
　前記帯電防止スパンヤーンが、格子模様または縞模様で前記布地に織り込まれまたは編
み込まれていることを特徴とする、［１１］から［１３］のいずれかに記載の布地。
［１５］
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、経糸方向および緯糸
方向の両方で前記布地に挿入されていることを特徴とする、［１１］から［１４］のいず
れかに記載の布地。
［１６］
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１～１：４０の
帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向のうちの１つまたは
複数で前記布地に織り込まれていることを特徴とする、［１１］から［１５］のいずれか
に記載の布地。
［１７］
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
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の規格に適合することを特徴とする、［１１］から［１６］のいずれかに記載の布地。
［１８］
　高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合することを特徴とする、［１１］から
［１７］のいずれかに記載の布地。
［１９］
　約１％未満の帯電防止繊維総含量を有することを特徴とする、［１１］から［１８］の
いずれかに記載の布地。
［２０］
　前記ベースヤーンが、耐炎性ヤーンであり、前記布地が、耐炎性布地のための１つ以上
の規格に適合し、
　前記布地が、高視認性アパレルのための１つ以上の規格に適合し、
　前記帯電防止スパンヤーンが、約２％～１０％の誘導帯電防止短繊維を含み、残部は非
帯電防止繊維であり、
　前記布地が、約０．１２５％～約２％の帯電防止繊維総含量を有し、
　前記布地が、織られた布地であり、前記帯電防止スパンヤーンが、１：１５から１：２
５の帯電防止スパンヤーン対ベースヤーンの比で経糸方向および緯糸方向の両方で前記布
地に織られていることを特徴とする、［１１］から［１９］のいずれかに記載の布地。
　本発明の具体的な特徴を例証するが本発明を限定することは意味されない、以下の実施
例によって、本発明はさらに例証される。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐炎性繊維を含むベースヤーン、および
　３０％以下の誘導帯電防止短繊維を含む帯電防止スパンヤーン
を含み、経糸方向および緯糸方向を有する、織られた布地であって、
　前記帯電防止スパンヤーンは、前記布地の前記経糸方向および緯糸方向のうちの少なく
とも１つに位置し、前記経糸方向および緯糸方向のうちの少なくとも１つにおいて隣接す
る帯電防止スパンヤーンは約１センチメートルを超えて分離されていない、
　織られた布地。
【請求項２】
　ＥＮ１１４９－５、ＥＮ１１４９－３、ＭＩＬ－Ｃ－８３４２９Ｂ、およびＦＴＭＳ１
９１Ａ試験法５９３１のうちの少なくとも１つに適合することを特徴とする、請求項１に
記載の織られた布地。
【請求項３】
　前記帯電防止スパンヤーンが、約２０％以下の誘導帯電防止短繊維を含むことを特徴と
する、請求項１または２に記載の織られた布地。
【請求項４】
　前記帯電防止スパンヤーンが、格子模様または縞模様で前記布地に織り込まれているこ
とを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載の織られた布地。
【請求項５】
　前記帯電防止スパンヤーンが、経糸方向および緯糸方向の両方で前記布地に挿入されて
いることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の織られた布地。
【請求項６】
　前記帯電防止スパンヤーンが、１：１～１：４０の帯電防止スパンヤーン対ベースヤー
ンの比で経糸方向および緯糸方向のうちの少なくとも１つで前記布地に織り込まれている
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ことを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の織られた布地。
【請求項７】
　ＮＦＰＡ２１１２に適合することを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載
の織られた布地。
【請求項８】
　ＡＮＳＩ１０７に適合することを特徴とする、請求項１から７のいずれか一項に記載の
織られた布地。
【請求項９】
　約１％未満の帯電防止繊維総含量を有することを特徴とする、請求項１から８のいずれ
か一項に記載の織られた布地。
【請求項１０】
　前記布地がＮＦＰＡ２１１２に適合し、
　前記布地がＡＮＳＩ１０７に適合し、
　前記帯電防止スパンヤーンが、３０％以下の誘導帯電防止短繊維を含み、残部は非帯電
防止繊維であり、
　前記布地中の帯電防止繊維総含量が、約０．１２５％～約２％であり、
　前記帯電防止スパンヤーンが、１：１５から１：２５の帯電防止スパンヤーン対ベース
ヤーンの比で経糸方向および緯糸方向の両方で前記布地に織られていることを特徴とする
、請求項１に記載の織られた布地。
【請求項１１】
　前記帯電防止スパンヤーンの前記誘導帯電防止短繊維は、少なくとも１つの別の種類の
短繊維と緊密にブレンドされており、前記少なくとも１つの別の種類の短繊維は非帯電防
止短繊維である、請求項１から１０のいずれか一項に記載の織られた布地。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの別の種類の短繊維は、アラミド繊維、ＰＢＯ繊維、ＰＢＩ繊維、
モダクリル繊維、ＰＩＰＤ繊維、セルロース系繊維、およびメラミン繊維のうちの少なく
とも１つを含む、請求項１１に記載の織られた布地。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの別の種類の短繊維は、アラミド繊維、モダクリル繊維、およびセ
ルロース系繊維を含む、請求項１２に記載の織られた布地。
【請求項１４】
　前記ベースヤーンは帯電防止短繊維を含まない、請求項１から１３のいずれか一項に記
載の織られた布地。
【請求項１５】
　前記ベースヤーンの前記耐炎性繊維は、アラミド繊維、ＰＢＯ繊維、ＰＢＩ繊維、モダ
クリル繊維、ＰＩＰＤ繊維、耐炎性セルロース系繊維、およびメラミン繊維のうちの少な
くとも１つを含む、請求項１から１４のいずれか一項に記載の織られた布地。
【請求項１６】
　前記ベースヤーンの前記耐炎性繊維は、アラミド繊維およびモダクリル繊維を含む、請
求項１５に記載の織られた布地。
【請求項１７】
　前記モダクリル繊維は前記ベースヤーンの６０％未満を含む、請求項１６に記載の織ら
れた布地。
【請求項１８】
　前記モダクリル繊維は前記ベースヤーンの５０％未満を含む、請求項１７に記載の織ら
れた布地。
【請求項１９】
　前記ベースヤーンはさらにセルロース系繊維を含む、請求項１６に記載の織られた布地
。
【請求項２０】
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　前記セルロース系繊維は非耐炎性である、請求項１９に記載の織られた布地。
【請求項２１】
　前記帯電防止スパンヤーンはさらにアラミド繊維、モダクリル繊維、およびセルロース
系繊維を含み、
　前記ベースヤーンは帯電防止短繊維を含まず、
　前記ベースヤーンの前記耐炎性繊維はアラミド繊維およびモダクリル繊維を含み、
　前記モダクリル繊維は前記ベースヤーンの６０％未満を含み、
　前記ベースヤーンはさらに非耐炎性セルロース系繊維を含む、
　請求項１に記載の織られた布地。
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